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Ⅰ 令和２年度 神戸市国民健康保険事業（案）について 

 １ 制度運営 

  平成 30 年度より、都道府県が財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的

な事業の確保などの事業運営において中心的な役割を担うことにより、国民健康保険制

度の安定化を図ることとなっている。 

  一方、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理や保険給付、保険料の規定の

決定・賦課・徴収、保健事業等の地域におけるきめ細やかな事業を引き続き担うことと

なっている。 

  神戸市国民健康保険としては、兵庫県国民健康保険運営方針を踏まえ、市民の医療を

受ける機会の確保や健康の増進に果たすべき役割を十分に認識し、引き続き健全な事業

運営を行っていく。 

 

【財政運営の仕組み】 

・兵庫県が財政運営の責任主体となり、保険給付に必要な費用を全額、県内市町に対して

支払う。 

・兵庫県が、県内市町ごとに国保事業費納付金の決定、「標準保険料率」の公表及び算定を

行い、県内市町は「標準保険料率」を参考に保険料率を定め、保険料を賦課・徴収し、

県に納付金を納める。 
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２ 事業見込み  

 

区 分 令和元年度見込 令和2年度見込 伸び率 

世 帯 数 211,971 世帯 208,113 世帯 ▲1.8％ 

被保険者数 321,311 人 309,868 人 ▲3.6％ 

（再掲）介護第 2号被保険者数 96,815 人 93,788 人 ▲3.1％ 

総 医 療 費 1,249 億円 1,223 億円 ▲2.1％ 

被 保 険 者 1 人 
当 た り 医 療 費 

388,866 円 394,799 円 1.5％ 

被保険者 1 人当たり 
レセプト件数／年 

18.40 件 18.55 件 0.8％ 

レ セ プ ト 1 件 
当 た り 医 療 費 

21,139 円 21,288 円 0.7％ 

 
＜参考＞ 兵庫県見込み 

区 分 令和元年度見込 令和 2 年度見込 伸び率 

保険給付費 1,088 億円 1,076 億円 ▲1.1％ 

被 保 険 者 1 人 
当 た り 給 付 費 

337,075 円 344,781 円 2.3％ 

１人当たり基準額 

(国保事業費納付金・本算定) 
140,468 円 144,126 円 2.6％ 

 

保険料の算定時期 

 
 保険料の算定方法については、国民健康保険法の規定により条例で定めている。 
 医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料と介護分保険料（40歳以上65歳未満の被保険

者）について、それぞれ賦課総額、加入者の所得に応じた所得割額、加入者数に応じた均

等割額、１世帯あたり定額の平等割額の算定方法を具体的に定め、保険料率を決定したと

きは速やかに告示することとしている。 

 神戸市国民健康保険においては、適正な保険料率を算定するため、毎年５月に加入者の

前年所得が確定した時点で保険料率を決定している。 
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 30年度 元年度

所 得 割 料 率 8.17％ 8.58%

均 等 割 額 30,710円 33,700円

平 等 割 額 21,360円 24,040円

限 度 額 58万円 61万円

所 得 割 料 率 3.11％ 3.44%

均 等 割 額 11,670円 13,300円

平 等 割 額 8,110円 9,490円

限 度 額 19万円 19万円

所 得 割 料 率 3.41％ 4.18%

均 等 割 額 15,600円 19,700円

平 等 割 額 7,050円 8,890円

限 度 額 16万円 16万円

区　　　分

医療分

後期高齢者
支援金分

介護分

 
 

※医療分・・・その年に県が必要と見込んだ保険給付費の県内総額から国の補助金等を

除いたものを、医療費水準や所得水準に応じて県内市町に割り当てた納付金等をもとに、

基礎控除後所得に応じて納めていただく所得割、世帯の加入者数に応じて納めていただ

く均等割、１世帯あたり定額の平等割の３つの合計で負担していただいている。 

 
※後期高齢者支援金分・・・その年に国に納付すべき後期高齢者支援金の県内総額から

国の補助金等を除いたものを、所得水準に応じて県内市町に割り当てた納付金等をもと

に、神戸市国保の加入者に、医療分同様、所得割、均等割、平等割の３つの合計で負担

していただいている。 

※75 歳以上の後期高齢者医療にかかる財源は、公費（５割、国：県：市＝４：１：１）、

75 歳以上の方の保険料（１割）、現役世代からの支援金（４割）から成り立っている。

現役世代からの支援金については、各保険者の加入者数に応じた負担となっており、

国においてその納付額が定められている。 

 
※介護分・・・その年に国に納付すべき介護納付金の県内総額から国の補助金等を除い

たものを、所得水準に応じて県内市町に割り当てた納付金等をもとに、40歳以上65歳未

満の国保加入者に、医療分同様、所得割、均等割、平等割の３つの合計で負担していた

だいている。 

※介護保険にかかる財源は、公費（５割、国：県：市＝２：１：１）、65歳以上の方（１

号被保険者）の保険料（23％）、40歳から65歳未満の方（２号被保険者）の保険料（納

付金、27％）から成り立っている。各保険者は２号被保険者数に応じて納付金を負担

することとなっている。 
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40歳以上
65歳未満の
世帯数

40歳以上
65歳未満の
加入者数

40歳以上65歳未満の
加入者の基礎控除後の

所得額の総額

÷ ÷

÷÷÷

所得割
（所得額割）

均等割
（被保険者割）

【令和2年度の医療分保険料】

令和2年度に兵庫県へ納付すべき国保事業費納付金（医療分） 保健事業費等

加入者の基礎控除後の
所得額の総額

加入者数

保険料

÷

一般会計

均等割
（被保険者割）

【令和2年度の介護分保険料】

加入者数

【令和2年度の後期高齢者支援金分保険料】

世帯数

世帯数

令和2年度に兵庫県へ納付すべき国保事業費納付金（介護納付金分）

令和2年度に兵庫県へ納付すべき国保事業費納付金（後期高齢者支援金分）

÷ ÷

均等割
（被保険者割）

　　国民健康保険料は、医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料と介護分保険料（40歳以

上65歳未満の被保険者）からなる。それぞれの保険料は、所得割、均等割、平等割からなる。

÷

所得割
（所得額割）

県支出金 保険料

平等割
（世帯割）

一般会計

平等割
（世帯割）

所得割
（所得額割）

加入者の基礎控除後の
所得額の総額

一般会計 保険料

平等割
（世帯割）

所得割料率 平等割額均等割額

所得割料率 平等割額均等割額

保険料の決め方

所得割料率 平等割額均等割額
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参考 
 

平成30年度からの保険料算定方式 

平成30年度から、兵庫県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、兵庫県国民健康保険運営

方針において、将来的な統一保険料を目指す方向性が示される中で、下記のとおり保険料算定方式

の変更を行った。 

 

○賦課割合 

兵庫県が定める標準保険料率の算定基礎となる賦課割合に変更 

所得割：均等割：平等割＝(従 前) 50：30：20 

(変更後) 45：38：17 (介護分は42：41：17) 

 

○神戸市独自の所得控除 

配偶者控除及び扶養親族にかかる所得控除を廃止したうえで当分の間、子ども（18歳以下）、

障害者、寡婦(夫)の控除を継続 

①18歳以下の子どもの人数に応じて・・・・・33万円 

②障害者・寡婦(夫)・・・・・・・・・・・・26万円 

③同居特別障害者・・・・・・・・・・・・・53万円 

④住民税非課税の障害者・寡婦(夫)・・・・・92万円 

 

神戸市独自の所得控除について 

国民健康保険法施行令の改正を受け、所得割保険料の算定方式を、平成26年度から基礎控除後所得

方式（総所得金額等から基礎控除の33万円を控除した後の所得額をもとに所得割保険料を算定する方

式）に変更した。 

この変更に伴い、平成25年度以前の住民税課税方式（総所得金額等から各種所得控除額を控除する 

方式）より大幅に保険料が増加しないように、所得割算定用所得を計算する際に、住民税上の扶養親

族、障害者、寡婦(夫)に対する所得控除を適用することとした。 

平成30年度から、被扶養者のうち、配偶者・扶養親族（18歳以下の子どもを除く）に係る独自控除 

を廃止し、18歳以下の子ども、障害者、寡婦(夫)の控除を継続することとした。 

 

○激変緩和措置 

 平成30年度からの保険料算定方式の見直しにより、保険料負担が急激に増加しないように、

平成29年度の算定方式で計算した保険料より増加する場合、増加額を本来増加する金額の15％

までとする緩和措置を実施（差額×0.85を控除） 

 

※令和元年度以降、平成29年度算定方式の保険料と当該年度の保険料との差額（増加額）を、毎年度 

段階的に引き上げ、令和６年度で緩和措置を終了する。 

 元年度:30％(差額×0.70を控除),２年度:45％(差額×0.55を控除),３年度:60％(差額×0.40を控除), 

 ４年度:75％(差額×0.25を控除),５年度:90％(差額×0.10を控除),６年度:緩和措置終了 
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３ 令和２年度の制度改正（案） 

（１）令和２年度の保険料賦課限度額（予定） 

中間所得層の負担緩和を図る観点から、保険料賦課限度額を見直すため政令が改正さ

れた。 

 
医療分 

後期高齢者 

支援金分 

医療分 

＋後期分 

介護 

納付金分 
合計 

31 年度 61 万円 19 万円 80 万円 16 万円 96 万円 

２年度 

(予定） 

63 万円 

(＋２万円) 

19 万円 

(据え置き) 

82 万円 

(＋２万円) 

17 万円 

(＋１万円) 

99 万円 

(＋３万円) 

※神戸市においては、政令基準にあわせ、賦課限度額の見直しに必要な国民健康保険条

例の改正を予定している。 

 

（２）低所得者に対する保険料軽減判定所得の見直し（予定） 

低所得者に対する保険料軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得について、経済動

向等を踏まえた見直しを図るため政令が改正された。 

保険料額

所得

７割

軽減

５割
２割

軽減判定所得を見直し

応能分（４５％）

応益分（５５％）

 

保険料軽減判定基準額 

軽減割合 現行 改正後 

２割 33 万円＋51 万円×被保険者数 33 万円＋52 万円×被保険者数 

５割 33 万円＋28 万円×被保険者数 33 万円＋28.5 万円×被保険者数 

７割 33 万円 変更無し 

※市独自の減免制度（低所得）についても、上記の国基準に合わせて変更する。 

   （国民健康保険条例施行規則の改正を予定） 
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（３）激変緩和措置の見直し（予定） 

緩和措置について、将来的な保険料統一に向けて標準保険料に近づけていくため、平

成 29 年度算定方式からの増加額の上限を 30％から 15％引き上げて 45％とする条例改正

を予定している。 

 

（４）東日本大震災被災者への対応（予定） 

東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等から転入した被災者について、

国民健康保険料及び医療機関等を受診した際の一部負担金等の支払いの免除措置を厚生

労働省の通知に合わせて令和２年度も延長する。 

 

（５）70 歳以上のみの世帯の国保高額療養費支給申請の簡素化（予定） 

平成 29 年３月 31 日に国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令が施行されたこ

とにより、世帯主及び世帯員全員が 70 歳以上である場合の高額療養費の支給申請につい

て、市町村の判断により手続きを簡素化することが可能となった。令和２年４月より対

象世帯の申請を基本的に初回のみとし、対象世帯の負担軽減及び事務効率の改善を図る。 

 

４ 保険料収納 

国民健康保険は高齢者や低所得者の占める割合が高いという構造上の問題を抱えており、

近年その傾向が更に顕著になっている。 

保険料の収納実績の向上は、国保財政の基本的収入を確保するとともに、被保険者間の

負担の公平を確保する観点から重要な課題であり、引き続き、以下の収納対策に取り組む。 

 

（１）継続的な取り組み 

①多様な納付機会の確保 

加入者の利便性を確保するためコンビニエンスストアでの収納を実施しており、平成

30年度からは公的年金からの特別徴収を開始した。 

区役所・支所等の窓口ではキャッシュカードがあれば届出印不要で簡単・迅速に口座

振替申込の手続きができるため、さらなる口座振替利用率の向上を目指す。 

 

②減額・減免の適用 

保険料の負担軽減として、前年所得に基づく減額（国制度）及び当該年度の見込み所

得に基づく減免（市制度）を適用している。 
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本市では減免制度を広く適用できるよう努め、これらの減額・減免により、約８割の

方の保険料が軽減されており、ホームページ等による周知によって、適切な軽減制度の

適用に努めていく。 

 

③納付相談による収納の確保 

短期被保険者証等の交付により区役所窓口での納付相談の機会を確保し、世帯の生活

状況等を伺いながら、減額・減免や分納等の相談も含めた、世帯の状況に応じた対応に

取り組んでいく。 

 

④滞納整理事務の適切な実施 

再三の呼びかけを行っても納付に応じない世帯に対しては、納付資力調査（財産調

査）を実施し、財産があるにもかかわらず納付に応じない世帯等に対しては、被保険者

負担の公平性を確保するため、差押えなどの滞納処分を実施している。 

今後も引き続き、自主的な納付を促すことを基本としつつ、必要に応じて滞納処分を

実施することで適切に対応していく。 

また、一時に保険料の納付が困難な状態にある世帯に対して徴収を猶予する徴収猶予

制度の運用については、神戸市税の取り扱いを準用しているため、神戸市国民健康保険

条例で「神戸市市税条例第９条の２の規定の例による」と規定するとともに、地方税と

取り扱いが異なる徴収猶予の期間についても、延長する場合の限度を１年までとしてい

る取り扱いを明記する条例改正を行うことで、現行の運用を明文化することを予定して

いる。（国民健康保険条例の改正にあわせ、国民健康保険条例施行規則の改正を予定） 
 
（２）新たな取り組み（令和２年度実施予定） 

令和元年度から民間業者への委託により実施している電話催告を拡大する形で、令和

２年度からは、制度の正しい理解の周知と長期的滞納の予防を図るため、保険料等の問

い合わせに対応する専用コールセンターの通年設置を検討している。（後期高齢者医療と

併せて実施を想定）。 
 

５ 医療費の適正化 

国民健康保険においては、被保険者数の減少により総医療費は減少しているが、１人あ

たり医療費は毎年増加している。 

今後も高齢化や医療の高度化などに伴う医療費の増加が見込まれる中、医療費の適正化

は国民健康保険の財政運営の安定化を図る上で大きな課題であり、引き続き、以下の取り

組みを行う。 
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（１）レセプト点検の実施 

レセプト点検員による資格点検・内容点検を実施する。 

※平成 29 年度から点検員を増員し体制を強化 

資格点検と内容点検の効果額（合計額） 

 平成29年度 平成30年度 令和元年4～10月 令和元年度(見込) 

効 果 額 377,863千円 349,703千円 197,404 千円 338,407 千円 

 

（２）柔道整復及び鍼灸あん摩・マッサージ療養費の適正化 

柔道整復療養費および鍼灸あん摩・マッサージ療養費の申請書について全件点検を実

施する。 

 

（３）海外療養費の支給の適正化 

海外療養費の支給適正化のため、外国語で記載された診療内容明細書又は領収明細書

を翻訳し、療養等を受けたとされる海外の医療機関等に対して受診状況の照会を行うこ

とにより、不正請求の防止に取り組む。 

※令和元年８月～ 海外出産による出産育児一時金についても同様の点検を実施 

 

（４）第三者求償事務の強化 

交通事故など第三者の行為により医療を受けた場合に、国民健康保険が負担した分を

第三者に求償する事務を強化するため、求償事務に必要な専門知識を有する職員（嘱託

１名、損害保険会社ＯＢ）を配置し、直接第三者への求償事務を行う。 

 

（５）ジェネリック医薬品差額通知の実施 

ジェネリック医薬品の使用割合を高めるため、主に生活習慣病について、ジェネリッ

ク医薬品に変更した場合の、一部負担金の差額を被保険者個人ごとに通知する。 

また、「ジェネリック医薬品お願いカード」を保険証に同封して全世帯に配布する。 

差額通知の送付件数：令和元年度は約 12,000 通（令和元年 12 月実施） 

   ジェネリック医薬品の使用割合：75.6％（令和元年 11 月時点） 

（同時期の全国平均：調査中） 

   国の定める目標値 80.0％（令和２年９月までに） 

さらに、令和元年 12 月に、過去 12 か月分の調剤レセプトからジェネリック医薬品の

使用割合が 60％以下の薬局 60 件に対して、啓発のために各薬局の使用割合を通知する

とともに、使用が進まない要因についてのアンケートを実施している。集計結果は２月

中に分析予定であり、今後の取り組みの検討材料としていく。 
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６ 保健事業 

平成 30 年３月に策定した第２期神戸市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計 

画）（平成 30～35 年度）に基づき、生活習慣病等の予防に向けた保健事業を実施していく。 

 

（１） 新たな取り組み 

①健康ライフプラザにおける「健康リスク改善支援事業」の実施（令和元年度） 

  健康ライフプラザ４階トレーニング施設において、健診結果が生活習慣病で要指導域 

等の健康リスクのある方や65歳以上の市民を対象に、令和元年12月より運動処方を中心 

とした指導プログラムを実施しており、健康リスク改善やフレイル予防を図っていく。 

 

②ICTを活用した特定保健指導（令和元年度） 

市民PHR「MY CONDITION KOBE」の活用によるオンライン特定保健指導を令和２年１月 

より開始しており、拠点会場における特定保健指導対象者に案内を実施していく。 
 

③重複処方を受けている者に対する啓発等（見直し）（令和元年度） 

重複処方を受けている者に対し、これまでは訪問にて服薬内容の確認を実施していた 

が、新たに文書にてお薬手帳の適正利用の啓発等を行う（令和２年２月実施予定）。 

 

④糖尿病および糖尿病性腎症治療中の者に対する保健指導（令和２年度実施予定） 

  平成25年度より腎症重症化予防として、未治療者等に対する医療機関受診勧奨を実施 

しているが、令和２年度より、糖尿病および糖尿病性腎症で医療機関を受診中の保健指 

導が必要な者に対する支援を、長田区・北区をモデルに主治医と連携を図りながら実施 

する。 

 

⑤高血圧対策（令和２年度実施予定） 

   令和２年度より、高額な医療費が生じる虚血性心疾患や脳血管疾患に着目し、その基 

礎疾患である重度の高血圧者に対して受診勧奨や生活習慣改善指導に取り組み、対象者 

の生活の質の維持・向上および医療費適正化を目指す。 

 

（２）引き続き実施していく取り組み 

①特定健診・特定保健指導の実施 

40歳から74歳の国保加入者を対象に行う特定健診・特定保健指導を、指定医療機関、

健診実施機関に委託して実施している。 

法定報告の結果や受診状況等により次のような実施方法等の見直しを適宜行っていく。 
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ア.特定健診受診券送付の見直し 

４月１日時点で神戸市国民健康保険に加入している40歳から74歳の者に対し、令和元

年度までは誕生月を基準にして年４回受診券を送付していたが、令和２年度は、特定健

診を希望する時期により受診しやすくする目的で、４月から５月に全対象者へ一括送付

する。 

（受診券発行件数） 

平成30年度 令和元年度(見込) 令和2年度(見込) 

248,907件 240,059件 232,169件 

 

イ.特定保健指導の見直し 

特定健診の結果に基づき、対象者が自ら生活習慣における課題を認識し、行動変容と 

自己管理を行うことができるよう、特定保健指導を指定医療機関、健診機関（２ヵ所）

への委託により実施している。 

 これまでは、特定保健指導はマン・ツー・マンで実施してきたが、令和２年度は対象

者を８人程度まとめた集団指導も実施を予定している。 

平成30年度法定報告 対象者(A) 利用者数 終了者数(B) 終了者の割合(B/A) 

特定保健指導 8,302人 1,150人 916人 11.0％ 

積極的支援 1,646人 210人 111人 6.7％ 

動機付け支援 6,656人 945人 805人 12.1％ 

（参考：平成29年度法定報告対象者数8,542人、実施率6.9％） 

 

＜参 考＞特定健診・特定保健指導の実施状況（法定報告より） 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

実
績 

特定健診受診率 32.4％ 32.9％ 33.5％ 33.7% - 

特定保健指導実施率 8.7％ 7.9％ 6.9％ 11.0% - 

目
標 

特定健診受診率 50％ 55％ 60％ 36.0％ 38.0％ 

特定保健指導実施率 40％ 50％ 60％ 10.0％ 13.0％ 

（参考：平成30年度法定報告兵庫県市町平均 特定健診受診率   35.1％ 

特定保健指導実施率 25.4％） 
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ウ.特定健診受診率・特定保健指導実施率向上対策 

ａ）セット健診(特定健診･特定保健指導とがん検診の同日実施)の実施機会拡充 

平成27年度より健康ライフプラザでセット健診を開始し、平成30年度には兵庫県予

防医学協会健診センターが追加され、現在、２ヵ所で実施している。同日実施の利便

性が好評であることから、実施機会の拡充を図っていく。 

 

ｂ）兵庫区・長田区における訪問による受診勧奨・利用勧奨 

特定健診受診率の低い兵庫区・長田区において重点勧奨地区を選定し、訪問等によ

る受診勧奨・特定保健指導の利用勧奨を実施する。 

 

ｃ）拠点会場における健診当日のみなし初回保健指導の実施 

平成30年度の運用改正に伴い、健診当日の結果から把握可能な特定保健指導のみな

し対象者に対して、初回保健指導を実施する。 

 

ｄ）拠点会場受診者への個別結果説明等の実施 

健康ライフプラザ、兵庫県予防医学協会健診センター、長田区役所における受診者

に対し、個別に健診結果を説明し、必要な者に対して特定保健指導初回面談を実施す

る。 

 

  ｅ）インセンティブ付与事業（ヘルスケアポイント）の実施 

41歳から69歳の特定健診の受診者に対するインセンティブとして、希望者に大腸が

ん検診の無料受診クーポンまたは、はりきゅうマッサージ助成券（65歳以上）を送付

する。 

 

②30歳健康診査による生活習慣病の早期発見 

早い時期からのリスク評価や生活習慣病の早期発見により、生活習慣病の予防・重症 

化予防を目的とした 30 歳健康診査を実施する。 

  

③糖尿病性腎症等の重症化予防対策 

ア.糖尿病性腎症重症化予防事業 

ａ）訪問等による保健指導 

医療レセプトより糖尿病性腎症のハイリスク者となる糖尿病の治療中断者、また特

定健診結果により糖尿病治療が必要な医療機関の未受診者を確認し、受診勧奨を中心

とした訪問等による保健指導を実施する。 
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ｂ）SIB を活用した糖尿病性腎症重症化予防事業（令和元年度で完了） 

平成 29 年度にソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）を活用し、糖尿病性腎症の

ハイリスク者に対して、生活習慣改善等による腎機能低下抑制を目的とした６ヶ月間

の保健指導プログラムを実施した。平成 30 年度に中間評価（プログラム修了率・生活

習慣改善率）を実施、令和元年度末に最終評価（腎機能低下抑制率）を行う。 

６ヶ月間の保健指導実績（29 年度）：109 人（うち事業評価対象者 105 人） 

 目標値 実績 

プログラム修了率 80％ 100％ 

生活習慣改善率 75％ 95％ 

腎機能低下抑制率 80％ 令和元年度評価予定 

  

イ.慢性腎臓病（CKD）予防事業 

特定健診の結果から把握した腎機能低下のハイリスク者のうち、医療機関未受診者に 

対して、文書・電話・訪問による受診勧奨を中心とした保健指導を実施する。 

 

ウ.健康ライフプラザにおける健康教室の開催 

特定保健指導の対象にはならない（メタボではない）が、生活習慣病のリスクがある

者を対象に、健康ライフプラザで糖尿病予防教室および慢性腎臓病予防教室を開催する。 

 

④フレイルチェックの実施 

心身の活力が低下し介護が必要な状態に移行しやすいフレイルを早期発見し、生活習 

慣の見直しを促すことを目的としたフレイルチェックを、65歳および前年度にフレイル

チェックを受けた66歳の国保加入者を対象に、特定健診の拠点会場や薬局において実施

する。 
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Ⅱ 令和２年度 神戸市国民健康保険料について 

令和２年度 神戸市国民健康保険料 試算  

 令和２年度の神戸市保険料率は、兵庫県が算定した令和２年度標準保険料率（仮算定）

をもとに、神戸市独自の所得控除と緩和措置を考慮して試算 

【令和２年度標準保険料率（仮算定）に基づく保険料率試算】 

  神戸市保険料率 標準保険料率 

  元年度 2 年度 差 元年度 2 年度 差 

医療分 

所得割 8.58％ 8.91％ 0.33％ 7.67％ 7.96％ 0.29％ 

均等割 33,700 円 35,430 円 1,730 円 31,234 円 32,784 円 1,550 円 

平等割 24,040 円 24,610 円 570 円 21,961 円 22,653 円 692 円 

後期高齢者

支援金分 

所得割 3.44％ 3.13％ ▲0.31％ 2.78％ 2.71％ ▲0.07％ 

均等割 13,300 円 12,160 円 ▲1,140 円 11,262 円 10,986 円 ▲276 円 

平等割 9,490 円 8,440 円 ▲1,050 円 7,918 円 7,591 円 ▲327 円 

合 計 

医療＋後期 

所得割 12.02％ 12.04％ 0.02％ 10.45％ 10.67％ 0.22％ 

均等割 47,000 円 47,590 円 590 円 42,496 円 43,770 円 1,274 円 

平等割 33,530 円 33,050 円 ▲480 円 29,879 円 30,244 円 365 円 

介護分 

所得割 4.18％ 2.90％ ▲1.28％ 2.99％ 2.46％ ▲0.53％ 

均等割 19,700 円 14,120 円 ▲5,580 円 15,587 円 12,821 円 ▲2,766 円 

平等割 8,890 円 6,740 円 ▲2,150 円 7,280 円 6,442 円 ▲838 円 

合 計 

医療＋後期 

＋介護 

所得割 16.20％ 14.94％ ▲1.26％ 13.44％ 13.13％ ▲0.31％ 

均等割 66,700 円 61,710 円 ▲4,990 円 58,083 円 56,591 円 ▲1,492 円 

平等割 42,420 円 39,790 円 ▲2,630 円 37,159 円 36,686 円 ▲473 円 

【令和 2年度保険料額（試算）】 注：Ｂ１～Ｂ４は介護分を含む 

  Ａ－１ 年金所得・単身世帯（65 歳以上） 

  Ａ－２ 年金所得・２人世帯（65 歳以上夫婦） 

  Ｂ－１ 給与所得・単身世帯（40 歳以上 65 歳未満） 

  Ｂ－２ 給与所得・２人世帯（40 歳以上 65 歳未満） 

  Ｂ－３ 給与所得・３人世帯（40 歳以上 65 歳未満夫婦＋18 歳以下子ども１人） 

  Ｂ－４ 給与所得・４人世帯（40 歳以上 65 歳未満夫婦＋18 歳以下子ども２人） 

  Ｃ－１ 給与所得・単身世帯（40 歳未満） 

  Ｃ－２ 給与所得・２人世帯（40 歳未満夫婦） 

  Ｃ－３ 給与所得・３人世帯（40 歳未満夫婦＋18 歳以下子ども１人） 

  Ｃ―４ 給与所得・４人世帯（40 歳未満夫婦＋18 歳以下子ども２人） 

 

 

 

＜参考＞令和２年度標準保険料率（本算定） 

 ・医療分        所得割料率 7.93％ 均等割額 32,694 円 平等割額 22,590 円 

 ・後期高齢者支援金分  所得割料率 2.75％ 均等割額 11,157 円 平等割額 7,709 円 

 ・介護分        所得割料率 2.50％ 均等割額 13,037 円 平等割額 6,551 円 
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